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令和５年３月静岡市教育委員会定例会次第 

 

１ 日時 

令和５年３月23日（木) 午後２時 

 

２ 場所 

静岡市役所 清水庁舎３階 第１会議室 

 

３ 日程 

（１）開会 

  

（２）会議録署名人の指定 

 

（３）教育長の報告 

 

（４）議案 

議案第42号 静岡市旧マッケンジー住宅の管理に関する規則の廃止について 

議案第43号 静岡市体育館条例施行規則の一部改正について 

議案第44号 静岡市蒲原プール条例施行規則の一部改正について 

議案第45号 静岡市立学校の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

の一部改正について 

議案第46号 静岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例施行規則

の一部改正について 

議案第47号 静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正について 

議案第48号 静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部

改正について 

議案第49号 静岡市立高等学校学則の一部改正について 

議案第50号 静岡市教育委員会事務局事務専決規則の一部改正について 

 

（５）報告 

報告第12号 令和５年度静岡市立の高等学校における入学者選抜の結果につい 

      て 

 

（６）その他 

   その他③  第３次静岡市生涯学習推進大綱の策定について 

 

（７）閉会 
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令和５年３月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  令和５年３月 23日（木） 午後２時 開会 

 

２ 場 所  静岡市役所 清水庁舎３階 第１会議室 

 

３ 出席者  教育委員  教育長 赤堀 文宣  委 員 藤田 三佐子 

             委 員 佐野 嘉則  委 員 松村 龍夫 

             委 員 永松 典子 

 

       教育委員会事務局職員 

       教育局長                      青嶋 浩義 

教育局次長                     中村 陽介 

教育調整監                     栗田 保孝 

教育総務課長                    加藤 貴彦 

教職員課長                     望月 敏博 

参与兼生涯学習推進課長               宮城島 清也 

文化財課長                     能口 富 

参与兼スポーツ振興課長               谷川 良英 

       教育総務課調整係長                 杉山 智康 

       教育総務課主査                   杉本 知穂 
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４ 日 程 

 

（１）開会 

 

赤堀教育長   ただいまから、令和５年３月教育委員会定例会を開会します。 

        なお、本日は、杉山委員が欠席となりますが、会議の定足数は満た

しております。 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

赤堀教育長  本日の会議録署名人を佐野委員に指定 

 

（３）教育長の報告 

 

赤堀教育長  資料「３月定例会 教育長報告」により報告 

 

（４）議案 

（５）報告 

（６）その他 

 

赤堀教育長   それでは、議事に入ります。お手元の資料「会議の流れ」を御覧く

ださい。本日は、議案９件、報告１件、その他案件１件です。 

 

＜議案第42号 静岡市旧マッケンジー住宅の管理に関する規則の廃止について＞ 

 

文化財課長  議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第42号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第42号は原案のとおり承認とします。 

 

＜議案第43号 静岡市体育館条例施行規則の一部改正について＞ 
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スポーツ振課長  議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第43号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第43号は原案のとおり承認とします。 

 

＜議案第44号 静岡市蒲原プール条例施行規則の一部改正について＞ 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第44号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第44号は原案のとおり承認とします。 

 

＜議案第45号 静岡市立学校の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の

一部改正について＞ 

＜議案第46号 静岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例施行規則の

一部改正について＞ 

＜議案第47号 静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正について＞ 

 

教職員課厚生・  議案説明（一括） 

給与担当課長 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 
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各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、一括して意見の有無について確認します。議案第45号か

ら議案47号について、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。ただいまの３件につきまして原案のとおり

承認とします。 

 

＜議案第48号 静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改

正について＞ 

 

教職員課厚生・  議案説明 

給与担当課長 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第48号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第48号は原案のとおり承認とします。 

 

＜議案第49号 静岡市立高等学校学則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長 議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第49号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 
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各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第49号は原案のとおり承認とします。 

 

＜議案第50号 静岡市教育委員会事務局事務専決規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長 議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの説明について、御意見・御質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、議案第50号について、原案のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

 

各 委 員   異議なし。 

 

赤堀教育長   ありがとうございます。議案第50号は原案のとおり承認とします。 

 

＜報告第12号 令和５年度静岡市立の高等学校における入学者選抜の結果について

＞ 

 

教育総務課長 議案説明 

 

赤堀教育長   ただいまの報告について御意見、御質問等ございましたらお願いい

たします。 

 

   各 委 員    意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、この件については以上といたします。 

 

＜その他③ 第３次静岡市生涯学習推進大綱の策定について＞ 

 

生涯学習推進課長   議案説明 

 

赤堀教育長     ただいまの説明について御意見、御質問等ございましたらお願

いいたします。 

 

松村委員    文字が大きく、ページ数もしっかりふってあるなど、見る人への気

遣いを感じられます。決まった形を使いつつ、共感を得られる形にし
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なければならない中、すばらしいと思います。 

 

生涯学習推進課長   ありがとうございます。この形式は、第２次大綱を踏襲しており

ますが、策定にあたり市長の指導もあり作成しました。 

 

赤堀教育長   そのほかに御意見・御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

各 委 員    意見・質問なし 

 

赤堀教育長   それでは、この件については以上といたします。 

 

（７）閉会 

 

赤堀教育長    以上で、令和５年３月教育委員会定例会を閉会します。 

 

 午後２時39分 

 


